
県保健所の取り組み  

総人口： ５５３万６，９８９人（全国７位） 
面 積 ： ８，４００．９６K㎡（全国１２位） 
合計特殊出生率： １．４３（全国１．４６）* 
高齢化率：２６．９（全国２６．７） 
市町数 ：29市12町 
       政令指定都市：神戸市 
       中核市：姫路市,尼崎市,西宮市 

県保健所数：１３ 

兵庫県 

兵庫県東播磨県民局 
明石健康福祉事務所 

 
健康参事兼地域保健課長 

藤原 恵美子 

（H28）*(H27) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
兵庫県の概要を簡単にご説明します。兵庫県は9つの圏域に分かれ、北は日本海、南は瀬戸内海に面し、淡路島を介して太平洋を臨む広大な県土を基盤とし、美しい自然や多様な風土に恵まれ、豊かな歴史、文化等を有し、大都市から農山漁村、離島まで、個性と特色のある地域から成り立っています。兵庫県の人口は、平成21年を頂点に減少に転じ、急速な減少と偏在化が進んでいます。平成7年1月17日に阪神淡路大震災が発生し、私たちの生活に大きな打撃を及ぼしました。県では将来にわたって活力を維持することができるよう、人口対策と地域の元気づくりを柱とする地域創生に取り組んでいます。



明石健康福祉事務所の組織と保健師配置 

所長１名（医師） 
   
健康参事１名（保健師） 
副所長１名（事務）  
        担当４名          ※人事管理、収入事務、調整 
  
                

健康管理課長１名（保健師）  
担当９名          ※医務、地域保健統計、人口動態統計 

                  ※結核・感染症対策 
                  ※栄養指導、健康づくり(食) 
                  ※関係団体支援 
  健康管理専門員１名（保健師） 

  
地域保健課長１名（保健師）(健康参事が兼務)   

      担当 11 名        ※母子保健、難病対策 
                     ※精神保健、歯科保健 
                     ※健康づくり（こころ、からだ） 
                     ※関係団体支援 
 
   

地域保健専門員１名（保健師） 
 
食品薬務衛生課長１名（薬剤師）        

担当７名              ※生活衛生監視、営業許可 
                       ※薬務 
                 ※食品衛生監視、営業許可 

 
食品安全専門官１名（薬剤師）       
衛生専門員１名（獣医師） 

事務１、保健師 3 
栄養士２、検査技師 1 
放射線技師２ 

事務 2、保健師 4、歯科衛生

士(兼務)１、財団職員１ 
地域精神保健連絡調整員等

嘱託職員 3 

獣医師３、薬剤師 3 
食品衛生協会１ 
 
 
 

事務１、嘱託３ 

加古川健康福祉事務所          企画課 
監査指導課 
地域福祉課 
生活福祉課 
健康管理課 
地域保健課 
食品薬務衛生課 
検査室 

明石健康福祉事務所       所付 

健康管理課 

地域保健課 

食品薬務衛生課 

【明石市の保健師の配置状況】 
 
○保健師数 ５５人（嘱託含む） 
○分散配置・業務分担、地区分担併用 
  ・保健部門：健康推進課、地域医療課 
  ・福祉部門：障害福祉課、高年介護室、   
          子育て支援課 
  ・その他：地域包括支援ｾﾝﾀｰ 等            



地区分担と担当業務 

A B C D

グループ

ブロック 明石 西明石 大久保 魚住・二見

中学校区数 3 3 4 3

人口 52，595人 82，721人 84，063人 78，625人

難病・母子・健康づくり 精神 難病・がん 精神

保健師

担当業務

東 西

担当
地区

総人口： ２９７，６９３人 
面   積 ： ４９．２４K㎡ 
世帯数 ：  １３２、４３３ 
高齢化率：２５．５（県２６．９） 
合計特殊出生率：１．５５（県１．４２）※ 

明石市 （H28 ※H25） 

考え方 
★ 地区を東と西に分け、グループ毎のケース受理会（各月１回）を実施 
★ 精神チームは、精神保健診察、地域移行、自殺対策等、主副の分担、難病チームは、母子、成人と併せ
て主副の分担とする 
★地区分担のチームと業務分担のチームを入り混ませることにより、保健師間の情報共有、連携を図って
いる  

※ 地域保健専門員 ： 課業務への専門的・技術的指導助言  ※ 地域保健課長 ： 課の総括 



地区分担導入のきっかけと相談業務等 
○ 保健師活動指針発出（H25年） 
○ 精神緊急事案増による業務量の差の増大 
○ 難病申請期間中の難病保健指導の停滞 
○ 複合困難事例の増加 
○ 地区分担経験のある保健師が多い 
○ 地域包括支援ｾﾝﾀｰ、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 
   が地区を基盤の活動体制である 

【不安の声】 
・慣れた業務が
よい 
・難病申請受付
が難しい 

精神, 83.6% 

難病, 12.8% 

母子, 3.0% 
その他, 

6.0% 家庭訪問 
５１７件 

連絡訪問 
４５６件 

難病医療費受給者証所持者数 ２，２３７件

精神保健福祉法23～26条通報 ４０件

精神保健相談連絡票 ２９０件

こころのケア相談 ４２件

相談面接 １４０件

相談電話 ２，１９４件

家庭訪問 ４８１件

計 ２，８５７件

相談対象 

訪問状況 

精神相談
等件数 

H27年度～ 
地区担当制導入 

健康福祉事務所主催 ９０回

所内会議 ６４回

参加会議 １９４回

計 ３４８回

連絡調整に関する会議 

（H27年度実績) 



個別事例支援からネットワークへ 
★精神緊急対応 ★ALS等神経難病 
★複合問題ケース 
 ・認知症の母と精神障害の息子 
   ・子どもを虐待する精神障害の母 
   ・近隣ﾄﾗﾌﾞﾙをおこす精神障害者 等 

★事例毎のネットワーク形成 
★事例を重ねる度にネットワークの重なりや広がりが
生まれる 
★こまめに連絡することで、相手からも情報が頻回に
入ってくる 
★保健所保健師がコーデイネータとして、ケースの全
体像を把握し、支援の継続性を担保する 

市役所 
 

障害福祉課
（自立支援） 

 
生活福祉課 
（生活保護） 

 
高年介護室
（介護保険） 

 
子育て支援課
（要対協） 

 
健康推進課 

(保健） 

警察署 
生活安全課、刑事課 

地域包括支援 
センター 

訪問看護 
ステーション 

在宅介護支援 
センター 

刑務所 

消防署 

病院 
診療所 

歯科 
診療所 

基幹相談支援 
センター 

相談支援 
事業所 

こども家庭 
センター 

ｾﾙﾌﾍﾙﾌﾟ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

学校・保育所 

民生委員 

明石健康福祉事務所 
管内ネットワーク 

居宅介護 
事業所 

訪問介護 
事業所 

障害福祉サービス 
事業所 

住民 

薬局 



会議でつながる 

★健康福祉事務所主体会議 
 ・難病 
    在宅療養支援に係る連携推進会議 
    ALS医療相談会、事例検討会、研修会   
 ・精神 
    精神保健医療福祉対策協議会（全体会義） 
    明石地域精神保健連絡協議会（緊急対応） 
    自殺対策連絡協議会 
    精神科病院地域連絡会 
    実務者会議：継続支援チーム会議、地域移 
      行・地域生活支援に係る連絡会、退院 
      情報連絡票検討会、既遂事例検討会等 
 ・母子 
    養育支援ネット連絡会議 
 ・その他 
    看護業務連絡会 
    PDCAｻｲｸﾙに基づいた保健師活動研修会、 
    管内保健師研修会  

★市主体会議 
 ・こどもすこやかネット会議 
    （要保護児童地域対策協議会） 
   所属長会議、定例実務者会議、支援策 
   検討実務者会議 
 ・育児支援家庭訪問事業検討会 
 ・自立支援協議会 
    全体会、くらし部会 
・要援護者地域包括ケアシステム 
   調整会、専門部会、高齢者虐待対策 
    委員会、ブロック会議 
・地域包括支援センター運営協議会   

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡会、地域連携室連絡
会、在宅復帰連携検討会、退院支援委員会 
等 

・担当者のネットワークから組織としてのネットワーク、システムへと発展する 
・ボトムアップ（段階的な会議構成）による地域の問題から市域の課題となり政策提言ができるしくみがあ
る 
・地域包括ケアシステムブロック会議は、在宅支援に関わる他機関他職種が参加し、さまざまな立場から
さまざまな問題を話し合うとともに、新たな出会いの場にもなる 

○地区担当が出席  ○業務担当が出席 



担当地区に対する責任感
を感じる 

関係者に地区担当を認識
してもらうことにより、関係
機関や住民から直接電話
がかかってくる 

地区担当だけでなく、
課内保健師と共有する。 

自分に対して、関係
機関から同行訪問の
依頼を受けること 

複雑困難なケースほど
関係者や関係機関が多
い。その中で保健所の
立ち位置、役割を考える 

相談を受けたとき
に精神・母子等種
別に分けてきくこと
がなくなった 関係者が地区担当制

だと、共有のケースが
あり、情報交換等がし
やすい 

「地区担当」を実感したこと＆意識していること 
保健師に 
たずねて 
みました 

関係者に会いにいく 

★家庭訪問に行く★ 

社会資源を活用す
る 

精神だけでなく、難病
の訪問に行く 

地域包括ケアシステムブロック
会議で担当地区の他職種の関
係者と意見交換をすること 
新たな情報や気づきがある 

地域包括ケアシステムブ
ロック会議で、精神障害
者への見守りや気づきに
ついて啓発する 

業務分担より、地域
の特徴や地域性を強
く感じる 

業務量の 
平準化に 
つながった 



人材育成 
★PDCAサイクルに基づく保健師活動 
国立保健医療科学院公衆衛生看護研修
（中堅期）で学ぶワークシートを基に、PDCA
を意識した活動ができるようにする 
(1) 保健師活動計画表（各課１例） 
   重点事業について年度当初に計画表
を作成し年度末に評価欄を記載 
(2) 保健師活動レポート（事務所で１例） 
  プレゼンテーションを意識しパワーポイ
ントスライド４～６枚にまとめる。（見える化） 
(3)ＰＤＣＡサイクルの展開を用いた保健師
活動研修（事務所実施） 
  地区活動を通して、住民の実態を捉え、
保健師の気づきから健康課題を導き出し、
活動を展開する 
(4) 新任期保健師研修（本庁実施） 
  経験年数別(1～3年)にテーマを設定

（訪問事例、担当地域、関係機関連携）し、
立案した計画のもとに実践し評価を行う 

★トレーナー保健師派遣事業 
新任期保健師が家庭訪問指導技術や医
療機関との連携等、基本的技術及び姿勢
を修得するよう、トレーナー保健師が同行
訪問等の実地指導を行う。 
 ・派遣日数：おおむね５～７回/人 
 ・個別指導のみでなく、地域の特徴や介
入について指導 
 ・トレーナ保健師の地区活動経験を伝え
る 

ひょうごの保健師のめざすもの 
地域の健康水準の向上を目指し、住民一人 
ひとりが生涯にわたって生き生きと安心して 
質の高い生活を送ることができるよう住民が 
心身の健康づくりに主体的に取り組むことを 
支援するとともに、地域の健康課題の解決に 
向けて、住民、家庭、保健、医療、福祉、教育、
職域その他地域のあらゆる構成員が相 
互に連携・協働して取り組めるよう、支援す 
る。(兵庫県保健師業務ガイドラインより） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１　目的　　平成25年４月に改訂された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に、地域における保健師の保健活動の充実強化を図るため、「ＰＤＣＡサイクル」に基づき地域保健関連施策の展開及びその評価を行うことが明記されている。平成21年度よりリーダー期保健師を中心に「ＰＤＣＡサイクル」を用いた保健活動の展開を推進してきた。これを現任教育（OJT）と連動させ、研修効果を高めることを目的に、各健康福祉事務所が中心となり、各地域で実践型研修会を開催し、地域課題に対応できる効果的な保健活動の推進を図る。２　研修目標　　地区活動を通して、住民の実態を捉える中から、保健師の気づきを明確な根拠に育て上げる。そこから健康課題を導き出していく。この一連の地区活動を中心に据えてPDCAサイクルを回し、根拠に基づいた保健活動を意識的に実践していけるようになる。（１）	地域診断に基づき地域課題を明らかにすることができる。（２）	地域課題の解決のため「企画、実施、評価」の一連のプロセスを実施することができる。（３）	地域の健康課題を解決するための取り組みの見直しや、新たな企画や改善へつながる活動評価の視点が持てる。６　助言者及び担当地域　　助言者は、国立保健医療科学院「公衆衛生看護管理者研修(実務管理)」を修了した者とし、勤務地等を考慮して依頼する。また、平成25年4月に改訂された「地域における保健師の保健活動指針」において、地区担当制により、住民や地域全体の健康課題を把握し、世帯や地域の健康課題に横断的・包括的に関わるなど、担当地区に責任を持ち保健活動を推進することと示された。社会情勢の変化の中、保健師業務は業務量の増大だけでなく、多種多様化、複雑困難ケースへの対応が多くなっている。疲弊している。目の前のことで精一杯。もぐらたたき状態。課題をみつけて積極的に取り組む保健師もいる、保健師の温度差。何のために仕事をしているのかを考える。保健師集団として、むかうところ、みんなでビジョンをもって活動をしてほしい。充実感を実感できる活動をしてほしい。今、行っている活動がどうビジョンとつながっているのかを考える。今回の研修は、新しいことをするのではなく、今行っている活動をビジョンと根拠をもって行うことにより充実した活動を体験してもらうのがねらいです。検討会メンバーのリーダー保健師は、研修の中で、リーダーとして保健師活動を推進していくための手法を学び、現場で実践していく。実践の中で他の保健師をひっぱていってほしい。リーダー保健師の資質向上と健康福祉事務所の保健師活動の充実、活性化をめざしています。



まとめ 

 ◆ 地区担当として、個別事例に対して丸ごと向き合い、地域の関係者と 
    つながることができる 
 ◆ 複雑困難ケースは、保健所保健師がコーデイネータとして、ケースの 
    全体像を把握し、支援の継続性を担保することが必要 
 ◆ 決まった担当者（地区担当）がいることでの市・住民・関係機関の安心 
    につながる 
 ◆ 会議を有効に活用する 
  ・ 個人のネットワークから組織のネットワークづくりにつなげる （事例 
    の積み重ねからネットワークやシステムが生まれる） 
  ・ ボトムアップ式の形態を活用し、地域課題から施策提言へつなげる 
  ・ ワーキング会議は、課題解決に向けてそのプロセスを通じて協働が 
    生まれる 
 ◆ 保健・医療・介護・福祉・教育等、包括的な視点をもち、保健所保健師 
    として活動を行う 
 ◆  PDCAを意識した地区活動があたりまえにできるようになる  
 ◆    地区に責任をもち、ビジョンをもった保健師活動 
 ◆   人や地域への愛情と保健師の仕事への責任を忘れないこと 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
解決が困難な事例（多問題、他職種連携、他機関調整）向き合うのが困難事例（虐待、暴力）↓事例を通しての事例ごとの関係者とのネットワーク保健師個人のネットワークから組織のネットワークへ人への愛情、地域への愛着、保健師の仕事への責任保健師でなければできないことの選別　　他機関、NPO、住民組織、事務職地域の保健福祉ニーズの俯瞰（全体像の把握）・ジェネラリストとしての保健師地区内での個人家族の抱えるあらゆる健康課題について、第一義的に対応する「それは私の範囲でない」といわない１　健康課題への直接の対応：健康な母子、生活習慣病の保健指導、介護予防や要介護者と家族指導２　資源やスペシャリストをつなぐ≒マネジメント：必要な資源、事業への紹介、導入医学的・看護学的な専門の土台の広さとネットワークの広さ
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